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第２期計画の目指す基本目標に向けて、今後５年間に県が取り組む施策を次のとおり定め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県スポーツ推進計画（平成 30（2018）年度～令和 4 

（2022）年度）におけるスポーツ推進に関する施策の体系 

施策１  

スポーツ参画人口の拡大 
～「する」「みる」「ささえる」スポーツ 

 文化の醸成～ 

施策２  

子供のスポーツ活動の充実 
～生涯にわたり、スポーツに親しむ心を 

 育てる～ 

施策３ 

スポーツを通じた地域の活性化 
～スポーツを元気で魅力ある 

 埼玉づくりの推進力に！～ 

施策４ 

世界に羽ばたくトップアスリートの輩出 
～スポーツ王国埼玉をささえる 

 アスリートへの積極的支援～ 

（１）スポーツムーブメントの創出 

 
（２）ライフステージ、ライフスタイルに 

   応じたスポーツ活動の推進 

（３）障害者スポーツの推進 

 
（４）スポーツ参画人口の拡大をささえる 
   スポーツ人材の育成 

 
（５）身近でスポーツに親しめる場の充実 

（６）健康の増進に向けたスポーツ医・科学 

   の活用 

（１）学校体育の充実 

 （２）運動部活動の充実 

 （３）地域における子供のスポーツ活動 
   の充実 

（１）スポーツを通じた魅力ある地域づくり 

（２）スポーツの成長産業化 

（１）トップアスリートの発掘、育成、支援 

（２）障害者の競技スポーツの推進 

（３）トップチーム・トップアスリートと 
   地域スポーツの好循環の創出 

（４）アスリート育成に向けたスポーツ 
   医・科学の活用 


